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2024年７月 

（一社）日本民間放送連盟 

 

総務省「デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会」報告書（案）に対する意見 

 

項目 意見 

章 項  

第１章 

社会の変化と

電波利用の拡

大 

１－２．電波

利用の動向 

１－２－１．

電波利用の現

状 

【原案】 

・また、無線全般を見ても、電波は重要無線として

我々が普段接している電気通信事業や放送のみな

らず、人命・財産の保護、治安の維持、気象業務、

電気事業に係る電気の供給の業務、鉄道事業に係

る列車の運行の業務に使われており、無線通信は

まさにライフラインとなっている。 

【意見】 

・基幹放送は国民の知る権利に応え、非常災害時には

国民の生命・財産を守るという、情報のライフライ

ンの役割を果たしています。 

・それぞれの地域に根ざし、日々の暮らしに欠かせな

い情報を取材して、多様で豊かな放送番組をあま

ねく届けるという使命を果たすため、民放事業者

は今後も、割り当てられた電波を有効に利用して

まいります。 

 

第３章 

デジタルビジ

ネス拡大に向

けた電波有効

利用方策 

３－２．周波

数移行・再編・

共用の在り方 

３－２－１．

無線局の運用

調整の在り方 

③考え方 

【原案】 

・上記の基本的な仕組みをもとに、無線ＬＡＮと既存

業務の周波数のさらなる効率的な運用調整を促す

ために、ＡＦＣの導入を我が国において早期に実

現することが適当である。 

【意見】 

・無線ＬＡＮの周波数拡張が検討されている６GHz帯

において、放送事業者は放送本線の伝送を行う番

組中継用の固定局を24時間365日、基幹放送局と一

体的に運用するとともに、報道取材や番組制作の

ための素材を伝送するＦＰＵを日常的に運用して

います。 

・情報通信審議会や関係する技術試験事務における

技術検討では、固定局・ＦＰＵと無線ＬＡＮとの間

の周波数共用のハードルの高さが明らかになって

います。ＡＦＣの導入の検討は、このハードルを下

げるための取り組みと考えますが、スケジュール
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に固執することなく、また万が一にも結論ありき

とならないよう、慎重かつ丁寧に行う必要があり

ます。 

 

第３章 

デジタルビジ

ネス拡大に向

けた電波有効

利用方策 

３－２．周波

数移行・再編・

共用の在り方 

３－２－２．

周 波 数 の 移

行・再編・共用

に係る費用負

担・インセン

ティブの在り

方 

③考え方 

【原案】 

・また、移行・再編のためのスキームについては、（中

略）。前述の国際的な周波数調和が一層求められる

無線システム（例 Ｖ２Ｘ通信など）については、

公益増進の観点から国が主体となって新たな周波

数移行・再編を進めるべく、そのスキーム等につい

て検討すべき。また、その際の費用負担の在り方に

ついては、国際的な周波数調和が電波の有効利用

に寄与することも踏まえて検討することが必要で

ある。 

【意見】 

・5.9GHz帯において、Ｖ２Ｘ通信システム向けの周波

数割当てが検討されていますが、同周波数帯では

放送事業者が固定局およびＦＰＵを運用していま

す。 

・これまでの技術検討の結果から、同周波数帯にＶ２

Ｘ通信システムを導入するためには既存無線シス

テムの周波数移行が必要です。これを進めるので

あれば、移行先周波数や費用負担を含め、既存事業

者の不利益にならないことを前提に、放送事業者

の事情を考慮した慎重かつ丁寧な検討が必要で

す。 

 

第３章 

デジタルビジ

ネス拡大に向

けた電波有効

利用方策 

３－１．陸・

海・空・宇宙の

あらゆる空間

における電波

利用の拡大に

向けた方策 

３－１－２．

ビジネス・暮

らしにおける

電波利用拡大

に向けた免許

制度 

③主な意見 

【原案】 

・電波利用の障壁として、免許手続が複雑で難しい、

干渉調整等に時間を要するといった課題が考えら

れる。手続等が簡素化・迅速化・柔軟化された新た

な免許制度の検討が適当である。 

【意見】 

・本懇談会における事業者ヒアリングでは、5.9GHz帯

Ｖ２Ｘ通信システムの実験試験局の免許手続きを

迅速化・円滑化する要望がありました。これを検討

する際は、既存無線局への有害な混信が生じない

よう措置することが必要です。 
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第３章 

デジタルビジ

ネス拡大に向

けた電波有効

利用方策 

３－４．電波

利用料制度の

見直し 

３－４－２．

電波利用料の

使途 

③考え方 

【原案】 

・「携帯電話基地局等の耐災害性強化」や「地上基幹

放送の小規模中継局等のブロードバンド等による

代替促進」等の取組について、電波利用共益事務と

しての実施を検討することが適当である。 

【意見】 

・冒頭でも述べたとおり、基幹放送は情報のライフラ

インの役割を果たしています。民放を取り巻く経

営環境が厳しさを増すなかで、国民視聴者に対す

る使命・役割を引き続き果たしていくためには、経

営の選択肢を拡大し、各地域の事情に応じて、事業

の効率性を高めていく必要があります。 

・「地上基幹放送の小規模中継局等のブロードバンド

等による代替促進」は、民放の経営の選択肢を拡大

する施策であり、これを電波利用共益事務として

実施することは、条件不利地域等における放送の

維持の観点から国民視聴者の利益に適うものであ

るため、賛成します。 

 

【原案】 

・これらの新たな取組を実施する場合においても、電

波利用共益事務の総費用の抑制に努めるべきとの

意見を踏まえ、既存の事務の見直しを適切に行う

ことにより、現在の電波利用共益事務の総費用（約

750億円規模）を超えない程度とすることが適当で

ある。 

【意見】 

・電波利用共益事務の費用を無線局免許人が公平に

負担するという電波利用料制度の趣旨を維持した

うえで、総額は約750億円規模からさらに抑制する

努力を不断に行うとともに、歳入超過にならない

よう設計し、無線局免許人の負担軽減を図るべき

と考えます。 

 

第３章 

デジタルビジ

ネス拡大に向

けた電波有効

利用方策 

３－４．電波

利用料制度の

見直し 

３－４－３．

電波利用料の

料額算定 

②主な意見 

【原案】 

・令和４年（2022年）の見直しにより徴収総額が増加

した基幹放送局や携帯電話と周波数を共用してい

る1.2GHz／2.3GHz帯ＦＰＵの電波利用料の負担軽

減を強く要望。 

【意見】 

・1.2GHz／2.3GHz帯ＦＰＵの電波利用料は、放送事業
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者が保有する他の移動局、固定局と比較して極端

に高額です。このままでは、放送事業者は高額な負

担を継続することが難しく、マラソン・駅伝といっ

たロードレース中継や報道中継などの良質な番組

制作に支障をきたし、国民にとって大きな不利益

につながります。したがって、同ＦＰＵの電波利用

料の負担軽減をあらためて要望します。 

 

第３章 

デジタルビジ

ネス拡大に向

けた電波有効

利用方策 

３－４．電波

利用料制度の

見直し 

３－４－３．

電波利用料の

料額算定 

③考え方 

【原案】 

・電波利用料の料額算定に係る基本的枠組みについ

ては、その変更を要する事情は見込まれないこと

から、維持することが適当である。 

・なお、電波利用料の料額算定における考慮事項であ

る特性係数については、ＢＷＡについて既存条件

の拡充等の意見があったものの、現時点からの大

きな事情変更は見込まれないことから、維持する

ことが適当である。 

【意見】 

・電波利用の全体状況を見通したうえで、大きな事情

変更がないため、料額算定に係る基本的枠組みや

特性係数を維持するとの方針は、電波利用料制度

の継続性・安定性の観点から妥当です。 

・電波利用料制度の見直しは３年ぶりです。継続性・

安定性の観点から、今後も見直しの周期は３年を

下回らないようにすべきです。 

 


